
２ ． 改正後の『 人材確保等促進税制』

改正後は、 国内設備投資要件を撤廃した上

で、 人材育成への投資特典としての教育訓練

費の上乗せはそのままに、 新卒・ 中途採用に

よる外部人材の獲得をメインとした『 人材確

保等促進税制』 へと生まれ変わります。

経済産業省HP「令和3年度経済産業関係税制改正について」https: //www.meti.go.jp/mai

n/yosan/yosan_ fy2021/pdf/zeisei.pdf

１ ． 従来の『 所得拡大促進税制』

中小企業者等が適

用できる『 所得拡大

促進税制』 は、 『 賃

上げ税制』 とは異な

り“ 賃上げ” の要件のみですが、 右上のよう

に2つあります。

これらの要件をすべて満たした場合の税額

控除は、 全体の賃上げ（ 増加額） がベースで

す。 また、 『 賃上げ税制』 と同様、 上乗せ措

置はありますが、 この場合の要件は『 賃上げ

税制』 と異なり、 教育訓練費の増加以外にも
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改正により簡素化され、 賃上げ要件として

求められる値は“ 全体” のみとされました。
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いずれの改正も、 令和3年4月1日以降開始

事業年度（ 個人（ 所得税） は令和4年分） か

ら適用開始となります。

 継続雇⽤者の賃上げ
要件

 全体の賃上げ要件

(※) 経済産業省HP「 令和3年度 経済産業関係 税制改正について」 https: //www. meti . go. j p/mai n/yosan/yosan_fy2021/pdf/zei sei . pdf
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 納付すべき消費税額は、課税標準額に対する消費税額から、控除対象仕入税額、返還等対価に係る税
額及び貸倒れに係る税額の3つの控除税額を控除して算出します。
 控除対象仕入税額の計算方法には一般課税と簡易課税があり、さらに一般課税では、課税仕入れに係
る消費税額、特定課税仕入れに係る消費税額及び保税地域からの引取りに係る消費税額を基礎に、全額
控除、個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかによることになります。
 ※令和5年度税制改正では、インボイス制度の開始から3年間、免税事業者がインボイス発行事業者の
登録をする場合に、その納付税額を課税標準額に対する消費税額の20％相当額とすることができる経過
措置が設けられます。

① 納付すべき消費税額の算出

【法人課税】中小企業向け賃上げ促進税制

【消費課税】インボイス制度における納付すべき消費税額の計算

税額
控除

最大
控除率

40%

上乗せなし 控除対象雇用者給与等支給増加額×15％

上乗せ
加算

・適用年度の雇用者給与等支給額≧比較雇用者給与等支給額
×102.5％の場合

15%
加算

・適用年度の教育訓練費の額≧前年度の教育訓練費の額×
110％の場合

10%
加算

③ 国税庁の注意喚起
 同制度の適用要件の判定等で用いる「比較雇用者給与等支給額」の計算誤りにより、同制度を適用し
ている事例等が散見されていると国税庁が注意を促しております。
 特に誤りが多いものとして、前事業年度の雇用者給与等支給額である「比較雇用者給与等支給額」の
計算誤りを挙げています。
 前事業年度に退職した従業員に対する給与等の支給額を差し引いて「比較雇用者給与等支給額」を計
算したことにより、本来であれば同制度を適用できないにもかかわらず適用を受けている事例や、誤っ
て計算された金額に基づいて同制度の適用を受けている事例が見受けられるとのことです。

① 適用期間
 令和6年3月31日までの間に開始する事業年度が対象

② 概要
 中小企業者等が、前年度より雇用者給与等支給額を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税
(個人事業主は所得税)から控除できる制度です。原則として、雇用者給与等支給額が前年度と比べて
1.5%以上増加した場合、当該事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額の15％が法人税又は所得税
から控除されます。
 令和4年度改正では、上乗せ措置の見直しにより税額控除率が最大40％に引き上げられました。
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令和４年度税理士試験において、弊社の守本優也が官報合格を致しました!
（簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法）

関係者様各位
  税理士法人石井会計の守本優也と申します。
  令和4年11月の税理士試験合格発表をもちまして、税理士試験に官報合格し、令和５年2月に無事税理
士登録を終えました。税理士試験は受験資格を得るところから含めますと、
約10年間と、とても⾧い道のりであったと感じております。
 また、税理士業界に転職をして今年で3年目となります。まだまだ未熟な部分が多いことを自覚してお
りますが、今後、税理士という肩書を背負い責任も増す中、これまで以上にお客様の期待に応えられる
よう、また更に期待を超えていけるよう、引き続き自己研鑽を続けて参ります。
 前職では接客業を15年程しておりました。前職の経験も活かし、お客様に寄り
添い、些細な事でも相談しやすく親しみやすい税理士を目指して、お客様と信頼
関係を築いていけるよう精進してまいりますので、今後ともご指導ご鞭撻のほど
よろしくお願い致します。
                           税理士法人石井会計
                               守本 優也

ご不明な点がございましたら、石井会計の担当者へお尋ねください。

②インボイス発行事業者登録制度の見直し
 申請期限後に提出する登録申請書に記載する困難な事情については、運用上、記載がなくても令和
5年4月1日以降の申請・登録が可能となります。
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